
1 

 

令和６年度上期事業報告（抜粋） 

 

令和６年度上期においては、令和６年度事業計画に基づき、令和５年１１月における国土

交通省の行政指導等を踏まえ、組織としてのガバナンス体制を強化することを常に念頭に置

きながら、以下のとおり事業を実施した。 

 

１．責任保険又は責任共済からの支払いに係る紛争の調停事業 

～紛争処理業務の概要～ 

 

（１）令和６年度上期紛争処理の業務実績 

 

令和６年度上期において、紛争処理申請受付件数は３４５件であり、前年度同期 

（３６３件）に比べ１８件、５．０％減少し、前年度申請受付分を含めた受理件数は 

３４６件であり、前年度同期（３９４件）に比べ４８件、１２．１％減少した。 

紛争処理委員会の開催回数は９９回であり、前年度同期（１０７回）に比べ８回減少

したことから、審査件数は３５３件となり、前年度同期（３７７件）に比べ２４件、 

６．４％減少した。 

審査事案のうち認定内容に変更があった事案は、有無責等及び後遺障害を合わせて 

３６件、変更率は１０．２％であり、前年度同期（変更件数３６件、変更率９．５％）

に比べ、変更件数は同数、変更率は０．７ポイント上昇した。 

紛争処理申請を受け付けてから調停結果通知に至るまでの平均処理日数については、

新型コロナウイルス感染症の拡大期であった令和２年度からは百日を超えて推移してい

たが（各年度：１０３日～１１０日程度）、令和６年度上期の平均処理日数は８７．３

日と前年度同期（１１９．４日）に比べ３２日短期化した。 

また、電子的手段による紛争処理申請について、申請者等の利便性の更なる向上を目

指し、システム整備の検討を進めている。 

 

① 紛争処理申請受付状況 

申請書 

受付件数（注 1） 

受理・不受理等（注 2） 

受 理 不受理等 点検中 

３４５ ３４６（５１） １２（２） ４０（０） 

（注１）電子申請の受付１１件を含む。 

（注２）（  ）は前年度受付分の件数 

 

② 紛争処理状況 

審査件数 打切り等 計 

３５３ １ ３５４ 
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③ 有無責等・後遺障害別変更件数等 

審査件数 有無責等 後遺障害 変更合計 変更率 

３５３ １ ３５ ３６ １０．２％ 

 

④ 紛争処理委員会の開催回数及び審査件数等 

開催回数 審査件数 延べ委員数 １委員会平均 

９９回 ３５３件 ５１７人 ５.２２人 

 

（２）紛争処理委員総会等における紛争処理業務の課題整理 

 

① 「紛争処理委員総会」及び「紛争処理業務のあり方等検討会」を開催し、これら会

議体において紛争処理業務全般の課題を整理することによって、紛争処理業務をより

円滑かつ適正に実施するための取組を推進した。 

 

② 「紛争処理委員総会」、「紛争処理主任会議」及び「紛争処理業務のあり方等検討会」

の目的及び運営要領等を明確にし、これら会議体の機能を強化した。 

 

（３）本支部職員間の意見交換等による紛争処理業務の品質の維持・向上 

 

本部職員が大阪支部に赴き、本支部職員間の人的交流による情報交換、日常業務につ

いての意見交換、紛争処理事案の点検、紛争処理委員会出席等を行うことによって、紛

争処理業務の品質の維持・向上を図った。 

 

（４）自賠責未提出資料の取扱いの運用改善 

 

令和５年８月から、紛争処理において、申請者が自賠責保険会社・共済組合への請求

時に提出していない新たな資料（以下「自賠責未提出資料」という。）を本機構に提出

したときは、当該資料を受け付けるように運用改善（以下「運用改善」という。）を行

ったが、令和５年１１月の国土交通省の行政指導等を踏まえ、令和６年度においても引

き続き運用改善を適切に実施しているところであり、また、更なる徹底を目指して次の

施策も実施した。 

 

① 理事長による情報発信 

 

・ ホームページを用いた情報発信 

運用改善を更に対外的に周知すべく、令和６年４月１５日にホームページにおい

て理事長のメッセージを掲載した。 
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・ 専門紙を用いた情報発信 

運用改善に関し本機構が目指す姿について、令和６年５月２１日の保険毎日新聞

において、理事長のインタビュー記事を掲載した。 

 

② 関係機関への周知等 

運用改善について、日本弁護士連合会及び公益財団法人日弁連交通事故相談センタ

ーに再度周知するとともに関係者への再度周知を依頼し、また、日本司法書士会連合

会及び日本行政書士会連合会に周知するとともに関係者への周知を依頼した。 

 

③ パンフレットの改訂及び配布 

令和６年９月にパンフレット「事業の概要と紛争処理申請のご案内」（主に自動車

事故被害者等が紛争処理申請時に使用するもの）を紛争処理において自賠責未提出資

料を受け付ける旨を記載したものに改訂し、自賠責保険会社（１２社）、自賠責共済

組合（４団体）、自賠責関係団体、地方公共団体、主務官庁等に配布した。 

 

④ 不利益者救済のための相談受付の継続 

過去の紛争処理において自賠責未提出資料の取扱いについて不利益を受けた申請者

を救済するため、令和５年９月末に不利益を受けた可能性のある申請者を対象とした

相談窓口を設置し、相談の受付を継続している。 

 

２．自動車事故被害者等からの相談等を目的とする事業 

～相談等業務の概要～ 

 

（１）令和６年度上期 相談等の受付状況 

 

令和６年度上期の相談等受付件数は、１，８８８件であり、前年度同期（１，６８４

件）に比べ２０４件、１２．１％増加した。 

 

相談等内容 受付件数 

本機構に対する一般的な相談 １００ 

紛争処理申請等に係る相談 ２３０ 

保険金請求等に係る相談 １,５４９ 

保険会社等に対する苦情  ９ 

合 計 １,８８８ 

 

（２）今後の相談等業務のあり方の検討 

 

関係機関と今後の相談等業務についての意見交換を行った。 
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３．業務運営体制の整備 

 

（１）「ガバナンス改革」の推進 

 

① 役員及び評議員間の情報共有・連携 

本機構の運営の根幹にかかわる重要な情報について、役員及び評議員間において速

やかに共有し、連携を図っている。 

 

  ② 理事会の決議事項の整理 

理事会が決議しなければならない「重要な業務執行」となる事項の考え方を整理し、

理事会において理事・監事間で共有した。 

 

  ③ 内部統制体制の整備に向けた取組 

発生し得るリスクの洗い出し及び分類を行い、リスク管理体制の整備に向けた取組

を推進している。 

 

 

（２）「組織風土改革」の推進 

 

① 組織の一体感の醸成に向けた取組 

全職員と意見交換を行った上で、役職員が共有・維持・遵守しなければならない本

機構の「基本理念」及び「役職員の行動規範」を作成した。 

 

  ② 組織内の風通しを良くするための取組 

役職員間の課題共有、また、組織内の適時かつ適切な情報の伝達・共有による各部

署間及び職員間の連携の推進を継続的に実施している。 

 

③ 人事制度の見直し 

全職員と意見交換を行った上で、人事制度見直しの骨子を作成した。 

 

（３）「業務プロセス改革」の推進 

 

① 属人的な業務運営の見直し 

担当職員間の業務ノウハウの共有・伝承及び職員の業務品質の維持・向上を推進し

ている。 

 

  ② 組織内の電子化・ＩＴ化の推進 

    調停事業のシステム基盤について、運用上の利便性の更なる向上を図るため、機能

改善を行った。また、業務の効率化を図るため、業務システムの導入を推進している。 
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（４）「人財の確保・育成」の推進 

 

① 人財の確保に向けた取組 

本機構が必要とする人財を採用するため、関係各方面へのアプローチを継続的に実

施している。 

 

  ② 担当職員に求められる知識・能力、役職員間のＯＪＴによる育成義務、研修体系及

び組織的なサポート体制等を明確化し、各人がこれに沿って行動することによって、

組織内における「人を育てる風土」の醸成を図っている。 

 

４．情報発信 

 

前述の理事長による情報発信（ホームページ及び専門紙を用いた情報発信）（２頁・３頁）

並びにパンフレットの改訂及び配布（３頁）のほか、次の情報発信を行った。 

 

（１）専門紙を用いた情報発信 

 

令和６年７月２２日の保険毎日新聞において、理事長のインタビュー記事を掲載した。 

 

（２）ホームページを用いた情報発信 

 

① 「同意書」改訂版の掲載（令和６年４月１日） 

「紛争処理申請書」添付書類である「同意書」を改訂したことから、「同意書」改

訂版とともにこの改訂の趣旨を掲載した。 

 

② 令和５年度事業報告（抜粋）及び決算書等の掲載（令和６年６月２８日） 

令和５年度事業報告（抜粋）及び決算書、並びに令和６年度事業計画（抜粋）及び

予算書を掲載した。 

 

以上 

 


